
保健センター会計年度嘱託職員（管理栄養士技術嘱託）の募集について 

 

１ 募集要件等 

募集人員 １名 

雇用期間 令和８年６月１日から令和９年３月末日まで ※更新の可能性あり 

募集要件 

① 管理栄養士の資格を有する方 

② 「３ 勤務条件等」に掲げる勤務時間帯に勤務が可能な方 

③ 地方公務員法第１６条に該当する次の方は、申込みできません。 

・禁錮（きんこ）以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はそ

の執行を受けることがなくなるまでの方 

・熊谷市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない方 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した方 

選考方法 

①作文及び面接の結果により、成績順に採用候補者名簿に登録し、必要に

応じて採用します。 

②登録者の数は、採用予定者数（欠員等）を基礎として決定しますので、

登録されても採用されないことがあります。 

選考の期日・会場 

 

応募された方を対象に面接を行います。 

※面接期日及び会場は後日決定し、電話にて連絡します。 

選考結果の発表 選考結果は郵送で通知します。 

 

２ 申込み 

申込期間 

令和８年４月３０日（木）まで 

（午前８時３０分～午後５時１５分） 

※土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

申込場所 熊谷市保健センター １階事務室 

提出物 

①会計年度嘱託職員（管理栄養士技術嘱託）選考申込書 

②行政栄養士に関する４００字程度の作文（自筆で記入のこと。） 

申込書及び作文用紙は、ホームページからプリントアウトしたもの又は

保健センターで配布するものどちらでも申込可能です。  

※管理栄養士の資格証等の写しを添付 

※ 直接本人が申込みください。郵便による申込みはできません。 

※ １度提出した申請書類は返却できません。 

 

 

 



３ 勤務条件等 

報酬額 

月額１８６，２３４円～２０２，４９９円 

その他通勤に係る費用に相当する額を支給（熊谷市の一般職職員の例によ

ります。） 

賞与あり（期末・勤勉手当として６月及び１２月に支給、各期とも報酬月

額の 2.325 月分） 

※報酬は改定する場合があります。 

6 月期については、在職期間による割落としがあります。 

勤務場所 保健センター及び市内 

勤務時間、休暇等 

週５日で２９時間の勤務 

週４日：午前９時から午後４時まで（６時間） 

週１日：午前９時から午後３時まで（５時間） 

休日は原則、土曜日、日曜日及び祝日並びに１２月２９日から１月３日ま

での年末年始 

休暇は、年次有給休暇などの休暇があります。 

職務内容 
特定健康診査に伴う特定保健指導、健康づくりに関する相談・指導業務、

栄養に関する業務など 

服務 服務については、熊谷市の一般職職員の例によります。 

社会保険 
社会保険の適用については、健康保険法、厚生年金法又は雇用保険法で定

めるところによります。 

※ 勤務条件については、採用までに関係条例規則等の改正が行われた場合は、その定めるとこ

ろにより変更します。 

 

４ その他 

この度の会計年度嘱託職員への採用は、常勤一般職職員の採用の際に優先されるものでは

ありません。 

 

５ 問い合わせ先 

  ○勤務内容及び勤務条件に関すること 

   【令和８年３月３１日まで】 

熊谷市熊谷保健センター 

     熊谷市箱田一丁目２番地３９ 電話 ０４８－５２６－５７３７ 

   【令和８年４月１日から】 

     熊谷市保健センター 

     熊谷市石原３丁目２７番地  電話 ０４８－５２６－５７３７ 

  ○会計年度任用職員制度に関すること（給与、休暇及び各種保険に限る） 

   熊谷市総務部職員課 

   熊谷市宮町二丁目４７番地１ 電話 ０４８－５２４－１１１１ 内線２３５・２３８ 


